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情
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三
情
報
提
供
事
項

保
険
者
が
情
報
を
提
供
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
お
よ
び
二
項
が
原
則
を
定
め
て
い
る
。

ま
ず
、
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
保
険
者
が
普
通
保
険
約
款
を
含
む
契
約
条
項
を
交
付
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
契
約
条
項

言
①
日
隠
吾
の
牌
目
白
ロ
侭
の
ロ
）
と
い
う
概
念
は
、
予
め
作
成
さ
れ
た
契
約
条
項
言
の
日
侭
吾
＆
冒
唱
侭
①
ロ
）
の
み
な
ら
ず
、
当
該
契
約
の
全
条

二
放
棄
の
方
式
、
内
容
お
よ
び
限
界

第
三
款
そ
の
他

一
立
証
責
任

二
保
険
契
約
期
間
中
の
情
報
提
供

第
二
節
情
報
提
供
義
務
違
反
の
効
果

第
一
款
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
の
繰
下
げ

一
情
報
提
供
義
務
違
反
と
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
と
の
関
係

二
永
久
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
問
題
（
以
上
、
本
号
）

第
二
款
損
害
賠
償

一
賠
償
範
囲
に
関
す
る
問
題

二
因
果
関
係
の
推
定

三
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
と
の
関
係

第
三
章
日
本
法
へ
の
示
唆

第
一
節
契
約
法
に
お
け
る
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務

第
二
節
立
法
論
お
よ
び
解
釈
論
の
提
示

第
一
款
情
報
提
供
の
方
法

第
二
款
情
報
を
提
供
す
べ
き
時
期

第
三
款
情
報
提
供
事
項

第
四
款
情
報
提
供
義
務
違
反
の
効
果

一
特
段
の
救
済
策
の
検
討

二
保
険
契
約
者
側
が
被
っ
た
損
害
へ
の
救
済
に
関
す
る
理
論
構
成

お
わ
り
に
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１
あ
ら
ゆ
る
保
険
部
門
に
適
用
さ
れ
る
事
項

契
約
前
情
報
提
供
事
項
は
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
別
表
お
よ
び
非
対
面
販
売
に
お
け
る
保
険
契
約
者
へ

の
情
報
提
供
を
規
定
す
る
改
正
前
Ｖ
Ｖ
Ｇ
四
八
ｂ
条
別
表
で
定
め
ら
れ
て
い
た
事
項
が
、
少
し
拡
張
さ
れ
た
形
で
引
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
私
法
上
は
、
従
来
、
非
対
面
販
売
に
お
け
る
保
険
契
約
に
局
限
さ
れ
た
形
で
適
用
さ
れ
て
い
た
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規

定
が
、
現
行
法
の
も
と
で
は
非
対
面
販
売
の
領
域
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
販
売
経
路
お
よ
び
保
険
部
門
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

（
脇
）

あ
る
。
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
各
号
の
事
項
の
う
ち
、
三
号
（
送
達
可
能
な
保
険
者
の
所
在
地
）
、
一
三
号
（
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
に
関
す
る

詳
細
事
項
）
お
よ
び
一
五
号
（
保
険
契
約
の
終
了
、
特
に
解
約
条
件
）
の
事
項
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
契
約
条
項
の
交
付
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
限

り
、
強
調
さ
れ
か
つ
明
確
な
形
態
に
よ
る
提
供
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
二
項
）
。
後
述
す
る
商
品
情
報
冊
子
の
場
合
と
は
異

（
剛
）

情
報
提
供
事
項
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
容
に
つ
き
契
約
締
結
前
の
義
務
と
契
約
締
結
後
の
そ
れ
と
に
本
質
的
な
相
違
が
存
す
る
こ
と
に
鑑

み
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
を
分
け
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
（
契
約
期
間
中
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
第
三
款
に
て
略
述
す
る
）
。
契
約
締
結

前
情
報
提
供
事
項
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
に
お
い
て
、
保
険
者
．
引
受
リ
ス
ク
に
関
す
る
評
価
、
保
険
料
・
契
約
締
結
費
用

に
か
か
わ
る
部
門
横
断
的
な
諸
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
同
命
令
二
条
に
お
い
て
、
生
命
保
険
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
特
則
が
、

一
条
の
規
定
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
設
け
ら
れ
て
い
る
。

項
（
＄
日
監
目
①
屠
巳
ご
唱
侭
の
ロ
）
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
別
途
口
頭
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
保
険
契
約
の
本
質
的
要
素
に
関
す
る
約

定
（
保
険
給
付
の
範
囲
、
保
険
料
）
お
よ
び
個
別
の
副
次
的
約
定
に
つ
い
て
も
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
そ
れ
ら
の
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を

（
脱
）
（
燗
）

要
す
る
。
次
に
、
こ
れ
と
と
も
に
、
保
険
者
は
、
一
項
一
文
お
よ
び
三
項
に
よ
り
、
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
規
命
令
（
「
保
険
契
約
に
お
け

る
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
命
令
」
。
以
下
で
は
「
保
険
情
報
提
供
令
」
ま
た
は
「
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
」
と
も
略
す
る
）
が
求
め
る
情
報
を
保
険
契
約
者
に
提
供

す
る
こ
と
を
要
す
る
。



101-保険者の情報提供義務日

（
Ⅳ
）

わ
れ
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
。

（
伽
）

な
り
、
ｌ
透
明
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
１
以
下
の
諸
情
報
に
つ
い
て
は
、
同
命
令
に
お
け
る
規
定
順
序
に
従
っ
て
提
供
が
行

⑨
保
険
者
お
よ
び
引
受
リ
ス
ク
の
明
記
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
四
号
、
五
号
、
一
二
号
）
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
四
号
に
よ
れ
ば
、
保
険

者
の
主
た
る
事
業
拠
点
の
記
載
が
求
め
ら
れ
る
。
主
た
る
事
業
拠
点
と
は
、
国
際
的
に
営
業
を
す
る
保
険
企
業
の
場
合
に
お
い
て
、
母

（
脇
）

国
監
督
主
義
に
よ
る
認
可
を
得
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
外
国
事
業
拠
点
の
監
督
に
関
す
る
二
○
一
五
年
改
正
保
険
監
督
法
六
一
条
に
よ
り

（
Ⅷ
）

受
入
側
国
の
監
督
官
庁
と
共
同
す
る
保
険
監
督
の
対
象
と
も
な
る
、
会
社
の
事
務
所
（
所
在
地
）
を
意
味
す
る
。

同
命
令
一
条
一
項
五
号
は
、
保
険
契
約
者
保
護
基
金
（
基
金
の
名
称
お
よ
び
所
在
地
に
関
す
る
情
報
も
含
ま
れ
る
）
ま
た
は
そ
れ
に
相
当

す
る
補
償
規
定
の
存
在
に
関
す
る
記
載
を
求
め
て
い
る
。

引
受
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
普
通
保
険
約
款
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
二
号
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
と
は
別
に
、

保
険
契
約
が
正
確
に
い
か
に
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
保
険
契
約
の
締
結
に
際
し
、
誘
引
モ
デ
ル
を
利
用
す

る
場
合
に
は
、
簡
潔
か
つ
平
明
に
そ
の
概
略
を
述
べ
る
こ
と
を
要
し
、
特
に
保
険
契
約
者
が
非
法
律
家
で
あ
っ
て
も
、
保
険
契
約
が
正

確
に
い
つ
成
立
し
た
か
（
成
立
時
点
）
、
ま
た
保
険
契
約
の
成
立
時
点
と
保
険
保
護
の
開
始
時
点
と
が
異
な
る
と
き
は
保
険
保
護
が
い
つ

（
川
）

開
始
す
る
か
に
つ
き
認
識
で
き
る
よ
う
な
形
で
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

③
普
通
保
険
約
款
の
交
付
と
免
責
事
項
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
六
号
、
一
七
号
、
四
条
二
項
二
号
）
現
行
保
険
契
約
法
ｌ
お
よ
び
保
険

の
同
一
性
情
報
お
よ
び
所
在
地
の
記
載
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
一
号
な
い
し
三
号
）
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
一
号
お
よ
び
二
号
に
よ
れ

ば
、
保
険
者
お
よ
び
保
険
者
の
た
め
に
行
為
す
る
保
険
仲
介
者
の
事
実
上
・
法
律
上
の
同
一
性
に
関
す
る
記
載
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、

保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
た
保
険
者
お
よ
び
支
店
が
存
在
す
る
場
合
は
そ
の
同
一
性
情
報
な
ど
二
号
）
、
保
険
仲
介
者
の
同
一
性
情
報

な
ど
（
二
号
）
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
三
号
に
よ
れ
ば
、
送
達
可
能
な
保
険
者
の
所
在
地
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て

も
そ
の
記
載
が
求
め
ら
れ
る
。
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こ
こ
で
い
う
普
通
保
険
約
款
に
は
保
険
料
率
表
、
す
な
わ
ち
保
険
料
、
割
戻
し
等
に
つ
い
て
の
精
確
な
数
値
や
算
式
を
含
む
規
定
も

含
ま
れ
る
。
厳
密
に
は
、
保
険
料
率
表
は
保
険
約
款
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
巳
①
忌
烏
号
の
畠
日
日
巨
呂
の
ロ
の
旨
・
日
。
言
の
９
号
烏
①
の
烏
少
く
里
と

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
六
ａ
号
に
い
う
保
険
関
係
に
適
用
さ
れ
る
保
険
料
率
（
料
率
表
）
を
含
む
普
通
保
険

約
款
霞
ぐ
国
の
旨
の
。
臣
の
匡
呂
号
猯
忌
烏
弓
①
豊
目
白
ロ
眉
ｇ
）
と
は
、
民
法
規
定
か
ら
導
か
れ
る
保
険
約
款
の
交
付
義
務
を
再
確
認
す
る
も

（
肌
）

の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
約
款
規
制
の
一
般
法
理
に
よ
れ
ば
、
普
通
保
険
約
款
の
交
付
は
保
険
契
約
の
締
結
時
に
行
わ
れ
れ
ば
足
り

る
と
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
五
条
二
項
柱
害
）
こ
と
か
ら
す
る
と
普
通
保
険
約
款
の
提
供
に
関
し
て
、
保
険
契
約
法
の
情
報
提
供
規
制
が

（
恥
）
（
川
）

特
則
と
し
て
働
く
の
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
に
い
う
「
意
思
表
示
前
」
・
「
適
時
性
」
の
要
件
の
み
と
い
え
る
。

保
険
者
免
責
（
国
の
詩
○
目
の
の
呂
匡
の
の
①
）
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
そ
れ
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
五
Ｃ
条
一
項
に
い
う
い
わ
ゆ
る
不
意
打
ち
的

（
Ⅳ
）

約
款
条
項
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
の
み
特
に
強
調
す
れ
ば
よ
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
民
法
に
不
意
打
ち
条
項
を
規
制
す

る
ル
ー
ル
が
既
に
設
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
二
項
二
号
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
後
者
の
規
律
が

補
充
的
に
介
入
す
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
者
免
責
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
簡
潔
な
記
述
を
す
る
こ
と

（
肌
）

が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

情
報
提
供
令
ｌ
の
も
と
で
も
、
普
通
保
険
約
款
が
情
報
提
供
事
項
の
一
項
目
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
険
約
款
の
事
前
交
付
の
必

（
皿
）

要
性
と
い
う
点
で
は
、
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
の
規
律
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
と
規
律
内
容
に
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
普
通
保
険
約
款
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
保
険
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規
律
以
外
に
民
法
上
の
約
款
規
制
が

別
途
及
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
の
場
合
に
は
、
約
款
を
保
険
契
約
者
に
直
接
交
付
す
る
以
外
に
、
約
款
組
入
れ
の
要
件
を

充
足
さ
せ
る
他
の
方
法
、
た
と
え
ば
、
当
該
約
款
を
契
約
締
結
の
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
で
契
約
当
事
者
に
約
款
の
内
容
を
認
識
さ
せ

（
醜
）

る
こ
と
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
五
条
二
項
一
号
後
段
）
は
想
定
し
が
た
い
こ
と
か
ら
、
保
険
約
款
の
交
付
の
必
要
が
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

（
酬
）

る
と
さ
れ
て
い
る
。
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(1) 2

以
上
の
諸
情
報
と
と
も
に
、
準
拠
法
の
選
択
、
す
な
わ
ち
ど
の
国
内
法
が
適
用
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
る
こ
と
を
要
す
る

（
一
条
一
項
一
七
号
）
。
そ
の
際
に
は
、
当
該
保
険
契
約
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
律
、
お
よ
び
そ
の
法
律
や
裁
判
管
轄
に
関
す
る
契
約
条

（
池
）

項
を
記
載
す
る
こ
と
で
足
り
、
具
体
的
な
法
律
規
定
の
摘
示
は
要
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

㈱
保
険
料
お
よ
び
付
加
的
費
用
に
関
す
る
情
報
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
七
号
、
八
号
）
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
税
額
お
よ

び
保
険
料
を
構
成
す
る
そ
の
他
の
費
用
を
含
む
総
額
お
の
の
四
目
胃
の
阿
総
価
格
）
に
関
す
る
記
載
を
要
す
る
（
七
号
）
。
そ
の
際
に
は
、

ユ
ー
ロ
通
貨
に
よ
る
記
載
が
求
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
記
載
が
不
可
能
で
あ
る
か
透
明
性
に
役
立
た
な
い
場

（
狐
）

合
に
ま
で
強
制
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
と
き
に
は
、
保
険
契
約
者
が
そ
の
価
格
を
調
査
で
き
る
よ

（
狐
）

う
な
計
算
基
礎
の
記
載
を
要
す
る
。
生
命
保
険
の
場
合
と
は
異
な
り
、
保
険
料
の
構
成
部
分
と
し
て
の
契
約
締
結
費
用
お
よ
び
販
売
費

用
の
提
示
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
八
号
に
よ
れ
ば
、
追
加
発
生
費
用
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
を
要
す
る
。
保
険
料

（
恥
）

の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
手
数
料
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
別
途
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
伽
）
（
剛
）

い
え
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
率
表
の
情
報
提
供
を
欠
い
た
場
合
の
効
果
は
狭
義
の
保
険
約
款
の
提
供
を
欠
い
た
場
合
と
同
様
に
な
る
。

さ
ら
に
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
六
ｂ
号
は
、
保
険
給
付
の
本
質
的
要
素
、
特
に
給
付
の
種
類
、
範
囲
お
よ
び
履
行
期
に
関
す
る
記
載
を

求
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
保
険
契
約
者
が
設
定
で
き
る
保
険
金
額
の
最
大
限
度
や
自
己
負
担
割
合
は
、
他
の
保
険
者
ら
の
提
供
す

る
様
々
な
保
険
商
品
と
比
較
す
る
う
え
で
の
重
要
な
判
断
基
準
と
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
記
載
の
重
要
性
が
特
に
強
調
さ
れ

、
。
’
且
〆

（
別
）

て
い
る
。

（
畑
）

生
命
保
険
の
特
則

剰
余
金
の
確
定
お
よ
び
配
当

（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
三
号
）
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
三
号
は
、
生
命
保
険
に
お
け
る
剰
余
金
の
確
定
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お
よ
び
配
当
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
算
定
原
則
お
よ
び
基
準
の
記
載
義
務
を
定
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
剰
余
金
配
当
に
関
す
る
Ｖ
Ｖ
Ｇ
一

五
三
条
一
項
が
明
示
的
合
意
に
よ
る
剰
余
金
配
当
の
排
除
の
余
地
を
認
め
て
い
る
の
で
、
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
剰
余
金
配
当
を
明

示
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
剰
余
金
の
配
当
状
況
に
つ
い
て
は
、
毎
年
そ
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｉ
ｎ

ｆ
Ｖ
六
条
一
項
三
号
垂
契
約
期
間
中
の
情
報
提
供
）
。

②
解
約
返
戻
金
お
よ
び
費
用
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
四
号
、
一
号
・
二
号
）
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
四
号
は
、
解
約
返
戻
金
に
関
す
る
記

載
を
求
め
て
い
る
。
「
重
要
な
（
旨
呼
陣
“
ｏ
耳
百
日
目
の
ロ
）
」
解
約
返
戻
金
の
記
載
の
意
味
に
関
し
て
、
判
例
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
一

項
二
文
に
い
う
透
明
性
原
則
に
基
づ
い
て
、
保
険
期
間
が
三
○
年
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
七
つ
を
超
え
る
解
約
返
戻
金
額
の
例
示
が
必

（
叩
）
（
畑
）

要
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
学
説
は
、
最
初
の
五
年
か
ら
一
○
年
間
の
年
度
を
表
記
し
た
う
え
で
、
二
つ
か
三
つ
の
解
約

（
珊
）

返
戻
金
額
を
記
載
し
、
期
間
満
了
の
前
の
年
度
の
金
額
を
表
記
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

一
方
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
一
号
は
、
保
険
料
に
含
ま
れ
る
費
用
に
つ
い
て
、
そ
の
金
額
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す

る
が
、
と
り
わ
け
、
契
約
締
結
費
用
に
つ
い
て
は
、
単
一
総
額
（
の
冒
冨
昌
呂
①
扁
舟
の
四
日
吾
①
冒
哩
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か

（
川
）

ら
、
仲
介
手
数
料
の
個
別
開
示
は
要
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

「
管
理
費
用
」
は
、
二
○
一
四
年
改
正
に
よ
り
記
載
事
項
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
、
契
約
締
結
費
用
お
よ

び
販
売
費
用
の
ほ
か
、
「
管
理
費
用
」
に
つ
い
て
も
そ
の
記
載
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
二
号
は
、
そ
の
他
の
費
用
、
特
に
一
度
限
り
の
ま
た
は
特
別
の
原
因
（
シ
巳
四
の
の
）
に
よ
っ
て
生

じ
う
る
費
用
の
記
載
を
義
務
化
し
て
い
る
。
一
号
の
規
定
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
保
険
料
に
含
ま
れ
て
い
な
い
費
用
、
た
と
え
ば
入

替
証
券
（
厚
閏
Ｎ
貝
百
目
の
）
に
か
か
る
費
用
が
問
題
と
な
る
。
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（
皿
）

３
商
品
情
報
冊
子
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
）

上
述
し
た
よ
う
な
大
量
の
情
報
、
す
な
わ
ち
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
な
い
し
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
べ
き
情
報
の
手
引
書
と
し

（
叩
）

て
考
案
さ
れ
た
の
が
、
同
命
令
四
条
に
い
う
「
商
品
情
報
冊
子
」
で
あ
る
。
同
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
商
品
情
報
冊
子
は
、
保
険
契
約
者
が
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
三
条
に
い
う
消
費
者
で
あ
る
場
合
に
提
供
さ
れ
る
べ
き
不
可
欠
の
情
報
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。
商
品
情
報
冊
子
は
、
消
費
者
で
あ
る

保
険
契
約
者
に
と
っ
て
保
険
契
約
の
締
結
に
お
け
る
道
し
る
べ
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
り
、
様
々
な
保
険
者
が
販
売
す

（
狐
）

る
同
種
ま
た
は
類
似
商
品
の
比
較
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
冊
子
の
効
用
を
最
大
化
す
る
た

め
、
商
品
情
報
冊
子
は
、
そ
れ
が
情
報
冊
子
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
よ
う
、
提
供
さ
れ
る
べ
き
他
の
諸
情
報
よ
り
も
前
に
配
置
し
な
け
れ
ば

め
、
商
品
情
報
冊
子
は
、

な
ら
な
い
（
五
項
一
文
）
。

四
条
二
項
は
、
一
項
』

（
狐
）

四
条
二
項
は
、
一
項
に
い
う
保
険
契
約
の
締
結
ま
た
は
履
行
に
つ
き
「
特
に
重
要
な
」
必
須
情
報
を
網
羅
的
に
説
明
・
定
義
し
て
い
る
が
、

二
項
の
定
め
る
項
目
の
順
序
は
強
行
法
的
な
も
の
と
し
て
い
る
（
五
項
二
麺
）
。
情
報
冊
子
に
こ
れ
以
上
の
追
加
情
報
を
作
成
す
る
こ
と
も
禁

（
洲
）

じ
ら
れ
て
お
り
、
過
剰
な
記
載
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
五
項
二
文
前
段
の
反
対
解
釈
）
。
二
項
に
お
い
て
は
、
「
記
載
念
侭
号
の
こ
と
「
言

及
（
田
口
言
の
ご
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
は
厳
密
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
後
者
の
場
合
に

（
卵
）

の
み
後
続
の
契
約
関
係
書
類
（
保
険
約
款
）
へ
の
参
照
指
示
が
許
容
さ
れ
る
。

（
洲
）

①
保
険
の
種
類
、
付
保
さ
れ
る
リ
ス
ク
（
二
項
一
号
、
二
号
）
提
案
さ
れ
る
保
険
契
約
の
種
類
（
一
号
）
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

責
任
保
険
、
家
財
総
合
保
険
、
傷
害
保
険
、
自
動
車
車
両
保
険
と
い
っ
た
簡
略
表
記
で
足
り
、
さ
ら
な
る
細
分
化
は
不
要
で
あ
る
と
さ

二
号
に
よ
れ
ば
、
当
該
保
険
契
約
に
お
い
て
付
保
さ
れ
る
リ
ス
ク
お
よ
び
除
外
さ
れ
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
記
述
を
要
す
る
。
除
外
リ

（
剛
）

ス
ク
（
保
険
者
免
責
）
に
は
、
普
通
保
険
約
款
の
免
責
条
項
の
み
な
ら
ず
、
保
険
の
類
型
そ
れ
自
体
に
起
因
す
る
免
責
も
含
ま
れ
る
。

付
保
リ
ス
ク
お
よ
び
保
険
者
免
責
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
を
誤
解
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
具
体
例
を
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

（
加
）

れ
る
。
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（
皿
）

れ
て
い
る
。

（
”
）

②
保
険
料
（
二
項
三
号
）
保
険
契
約
者
は
、
三
号
の
記
載
事
項
を
通
じ
、
保
険
料
額
お
よ
び
そ
の
支
払
時
期
、
な
ら
び
に
反
対
給

付
と
し
て
の
保
険
保
護
の
期
間
を
一
覧
で
知
る
こ
と
に
な
る
。
保
険
料
の
不
払
ま
た
は
遅
滞
の
効
果
に
つ
い
て
も
記
載
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
不
払
時
に
お
け
る
保
険
保
護
の
喪
失
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
Ｖ
Ｖ
Ｇ
三
七
条
お
よ
び
三
八
条

は
保
険
料
支
払
遅
滞
の
効
果
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
定
と
情
報
冊
子
へ
の
遅
滞
の
効
果
の
記
載
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
若
干
争
い
が
生
じ
て
い
る
。
あ
る
見
解
は
、
法
概
念
を
排
除
し
た
具
体
的
か
つ
簡
潔
な
記
述
、
た
と
え
ば
「
遅
滞
ｓ
①
愚
侭
こ

（
湖
）

の
代
わ
り
に
「
払
込
延
滞
言
閏
の
息
自
侭
）
」
の
よ
う
な
表
現
を
使
う
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
五

項
二
文
前
段
が
情
報
冊
子
の
簡
潔
さ
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
滞
の
効
果
に
つ
い
て
、
保
険
保
護
の
喪
失
の
可
能
性
お
よ
び
情
報

（
鯉
）

冊
子
に
後
続
す
る
契
約
関
係
書
類
の
細
部
規
定
に
言
及
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

（
鰯
）

③
給
付
除
外
（
二
項
四
号
）
給
付
除
外
を
定
め
る
四
号
の
規
定
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
右
に
述
べ
た
二
号
に
い
う
保

険
者
免
責
と
は
、
実
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

（
珊
）

㈲
オ
プ
リ
ー
ゲ
ン
ハ
イ
ト
（
二
項
五
号
な
い
し
七
号
）
五
号
な
い
し
七
号
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
契
約
締
結
時
、
契
約
期
間
中
、
保

険
事
故
発
生
時
に
お
け
る
オ
プ
リ
ー
ゲ
ン
ハ
イ
ト
お
よ
び
そ
れ
ら
の
不
遵
守
の
効
果
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
違
反
時
の

効
果
に
つ
い
て
、
損
失
額
の
精
確
な
記
載
は
求
め
ら
れ
ず
、
後
続
の
書
類
の
記
載
事
項
を
参
照
し
て
い
る
な
ら
ば
、
違
反
に
よ
り
保
険

（
”
）

保
護
を
喪
失
し
う
る
と
い
う
趣
旨
の
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

⑤
保
険
保
護
の
期
間
（
二
項
座
談
八
号
は
、
保
険
保
護
の
開
始
お
よ
び
終
了
に
関
す
る
記
載
を
義
務
付
け
て
い
る
。
契
約
締
結

の
時
点
と
保
険
保
護
の
開
始
時
点
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
に
つ
き
、
保
険
契
約
者
に
対
し
明
示
的
に
言
及
す
る
こ
と

（
卿
）
（
剛
）

を
要
す
る
。
一
定
の
契
約
期
間
が
決
め
ら
れ
た
と
き
は
、
保
険
保
護
の
終
了
時
点
に
つ
い
て
の
言
及
も
必
要
で
あ
る
。

（
剛
）

⑥
契
約
の
終
了
（
二
項
九
号
）
九
号
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
の
終
了
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
契
約
終
了
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｜
適
用
除
外
の
対
象

以
上
述
べ
た
よ
う
な
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
規
律
は
、
大
規
模
リ
ス
ク
の
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ

七
条
五
項
一
文
）
。
大
規
模
リ
ス
ク
と
は
、
ご
く
簡
略
化
し
て
い
う
と
、
保
険
監
督
法
別
表
所
定
の
①
運
送
保
険
、
責
任
保
険
、
②
信
用
保
険
、

保
証
保
険
、
③
資
産
総
額
六
、
二
○
○
、
○
○
○
ユ
ー
ロ
、
純
売
上
高
一
二
、
八
○
○
、
○
○
○
ユ
ー
ロ
、
事
業
年
度
の
平
均
被
雇
用
者
数
二
五

○
人
の
う
ち
二
つ
以
上
の
基
準
を
超
え
る
保
険
契
約
者
が
加
入
す
る
物
保
険
、
責
任
保
険
そ
の
他
の
損
害
保
険
に
よ
り
付
保
さ
れ
る
リ
ス
ク

の
こ
と
を
指
す
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
一
二
○
条
二
項
）
。
た
だ
し
、
自
然
人
た
る
保
険
契
約
者
が
大
規
模
リ
ス
ク
を
付
保
す
る
場
合
、
保
険
者
は
準
拠
法

お
よ
び
管
轄
監
督
官
庁
に
関
す
る
情
報
を
保
険
契
約
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
文
）
。

ま
た
、
保
険
契
約
者
の
要
求
に
基
づ
き
、
電
話
に
よ
り
、
ま
た
は
ネ
ッ
ト
上
で
保
険
契
約
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ

る
情
報
提
供
を
契
約
締
結
前
に
行
う
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
保
険
契
約
法
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
保
険
契
約
が
締
結

さ
れ
る
場
合
に
は
、
ｌ
情
報
提
供
義
務
の
全
面
的
適
用
除
外
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
ｌ
契
約
締
結
後
「
遅
滞
な
く
」
情
報
提
供
を

追
完
す
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
折
衷
的
解
決
を
図
っ
て
い
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
三
文
前
段
）
。
も
っ
と
も
、
契
約
前
情
報
提
供
義
務
が
免
除
さ

（
醜
）

の
可
能
性
と
は
保
険
契
約
者
に
よ
る
解
約
告
知
を
意
味
す
る
。

⑦
生
命
保
険
に
お
け
る
特
別
情
報
（
三
項
、
四
項
）
三
項
に
よ
れ
ば
、
剰
余
金
配
当
付
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、
二
項
二
号
に
い

（
鯛
）

う
リ
ス
ク
記
述
に
加
え
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
一
五
四
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
モ
デ
ル
計
算
書
の
存
在
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

最
後
に
、
四
項
は
、
生
命
保
険
、
就
業
不
能
保
険
お
よ
び
疾
病
保
険
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
費
用
、
販
売
費
用
お
よ
び
管
理
費
用
、

（
剛
）

そ
の
他
の
費
用
を
「
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ー
ロ
通
貨
に
よ
り
別
個
に
」
記
載
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

第
二
款
適
用
除
外
と
情
報
受
領
の
放
棄



188巻3号一 108

れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
を
直
ち
に
進
行
さ
せ
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
、
保
険
契
約
者
は
、
Ｖ
Ｖ

Ｇ
八
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
起
算
点
が
、
保
険
者
が
情
報
を
追
完
し
提
供
し

た
時
点
に
繰
り
下
げ
ら
れ
た
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
の
情
報
提
供
義
務
と
八
条
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
）
。
結
局
、
電
話
・
ネ
ッ
ト
契
約
に
お
い
て
、
契
約
の
浮
動
的
状
態
を
長
期
間
持
続
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
保
険
者
と
し
て
は
情
報

（
恥
）

提
供
を
遅
滞
な
く
追
完
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
二
項
四
号
を
授
権
根
拠
と
す
る
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
五
条
は
、
電
話
勧
誘
の
場
合
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
な
規
律
を
設
け
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
保
険
者
の
同
一
性
情
報
お
よ
び
取
引
に
お
け
る
接
触
の
目
的
を
、
冒
頭
に
明
示
的
に
開
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
五
条

一
項
）
。
電
話
勧
誘
販
売
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
①
保
険
仲
介
者
の
同
一
性
（
一
条
一
項
二
号
）
、
②
送
達
可
能
な
保
険
者
の
所
在
地
（
三

号
）
、
③
保
険
給
付
の
本
質
的
要
素
（
六
ｂ
号
）
、
④
保
険
料
総
額
（
七
号
）
、
⑤
追
加
発
生
費
用
（
八
号
）
、
⑥
保
険
料
支
払
方
法
（
九
号
）
、
⑦

利
用
に
供
さ
れ
た
情
報
の
有
効
期
限
（
一
○
号
）
、
⑧
保
険
契
約
の
成
立
（
一
二
号
）
、
⑨
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
一
三
号
）
、
⑩
契
約
期
間
（
一

（
剛
）

四
号
）
に
関
す
る
諸
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
る
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
五
条
二
項
一
文
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
保
険
契
約
者
が
希
望
す
れ
ば
追

加
で
提
供
し
う
る
情
報
が
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
の
情
報
の
「
種
類
」
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
管
轄
監
督
官
庁
（
一
条
一
項
四
号
．
二
○

号
）
や
契
約
者
保
護
基
金
（
一
条
一
項
五
号
）
と
い
っ
た
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
事
項
、
そ
し
て
同
命
令
二
条
以
下
に
規
定
す

（
剛
）

る
す
べ
て
の
情
報
に
つ
い
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
五
条
二
項
二
文
）
。
こ
う
し
て
、
保
険
契
約
者
が
追
加
情
報
の
受
領

（
剛
）

を
明
示
的
に
放
棄
し
た
と
き
は
、
当
該
通
話
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
①
～
⑩
に
関
す
る
情
報
の
み
を
提
供
す
れ
ば
足
り
る
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ

五
条
二
項
の
全
体
的
解
釈
）
。

二
放
棄
の
方
式
、
内
容
お
よ
び
限
界

保
険
契
約
者
は
、
「
書
面
に
よ
る
（
の
。
胃
罵
言
ご
別
段
の
意
思
表
示
」
に
よ
り
、
保
険
契
約
の
締
結
の
意
思
表
示
を
す
る
前
に
情
報
受
領
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権
を
「
明
示
的
に
」
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
三
文
後
段
坪
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
五
条
二
項
二
文
）
。
保
険
者
が
情
報
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
）
こ
と
か
ら
す
る
と
、
情
報
受
領
の
放
棄
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
場
合

と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
放
棄
の
及
ぶ
内
容
的
範
囲
に
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
二
項
に
い
う
情
報
は
も
と
よ
り
普
通
保
険
約
款
も
含

（
刎
）
・

圭
挫
、
ま
た
、
放
棄
は
あ
ら
ゆ
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

情
報
受
領
の
放
棄
が
効
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、
保
険
契
約
者
が
署
名
し
た
書
面
に
よ
る
明
示
的
合
意
を
通
じ
て
放
棄
の
意
思
表
示
が
な

（
加
）
・

さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
沈
黙
や
推
断
的
合
意
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
、
フ
ァ
ッ
ク

（
鯉
）

ス
や
イ
ー
メ
ー
ル
の
場
合
に
は
、
自
筆
署
名
は
存
在
し
な
い
か
書
面
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
六
条
一
項
に
い
う
書

面
方
式
命
。
胃
騨
胃
日
）
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
法
文
上
、
書
面
に
よ
る
放
棄
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え

ば
、
テ
ク
ス
ト
方
式
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
六
ｂ
条
）
に
よ
り
放
棄
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
書
面
で
の
放
棄
で
は
な
い
以
上
有
効
な
放
棄
に
は
な
ら

（
郷
）

な
い
。
た
だ
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
六
ａ
条
に
よ
り
電
子
的
方
式
を
も
っ
て
書
面
方
式
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
さ
ら
に
、
保
険
者
が
放
棄
の

意
思
表
示
を
す
る
た
め
の
申
込
書
を
契
約
関
係
書
類
に
添
付
し
て
お
き
、
保
険
契
約
者
が
そ
こ
に
署
名
を
す
る
形
で
も
、
情
報
受
領
の
放
棄

（
鯉
）

が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
否
定
説
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
三
文
後
段
は
予
め
用
意
さ
れ
た
書
式
に

（
猫
）

従
っ
て
情
報
受
領
の
放
棄
が
合
意
さ
れ
る
こ
と
（
放
棄
の
形
式
的
な
合
意
）
を
防
止
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
議
論
の
出
発

点
と
し
、
申
込
害
上
の
放
棄
、
す
な
わ
ち
予
め
用
意
さ
れ
た
「
放
棄
条
項
」
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
五
条
一
項
に
い
う
「
予
め
作
成
さ
れ
た

（
ぐ
○
号
烏
白
目
の
再
）
契
約
条
項
」
と
し
て
の
普
通
取
引
約
款
と
み
な
さ
れ
、
同
法
三
○
七
条
に
お
け
る
内
容
統
制
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
結
果
、
二
項
一
号
に
違
反
す
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
肯
定
説
は
、
放
棄
条
項
に
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
二
項
一
号
が
適
用
さ
れ

る
と
解
し
て
し
ま
う
と
、
保
険
契
約
法
が
情
報
受
領
の
放
棄
可
能
性
を
想
定
し
明
文
で
定
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
規
定
の
実
現

（
郷
）

は
事
実
上
不
可
能
と
な
る
（
規
定
の
存
在
意
味
が
な
く
な
る
）
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
折
衷
的
な
立
場
を
採
る
部
分
的
肯
定
説
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七

条
一
項
三
文
後
段
お
よ
び
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
五
条
二
項
二
文
と
い
う
放
棄
に
関
す
る
明
文
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
存
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｜
立
証
責
任

契
約
締
結
前
情
報
提
供
義
務
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
一
文
）
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
立
証
の
問
題
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
の
解
釈
を

め
ぐ
る
議
論
の
う
ち
、
実
の
と
こ
ろ
、
相
当
に
重
要
な
手
続
上
の
問
題
に
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｖ

Ｖ
Ｇ
七
条
所
定
の
情
報
提
供
義
務
の
違
反
の
効
果
は
、
同
法
八
条
二
項
一
文
一
号
に
い
う
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
の
繰
下
げ
に

あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
保
険
者
が
契
約
関
係
書
類
の
到
達
に
つ
い
て
立
証
で
き
る
か
ど
う
か
に
左
右
さ
れ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
（
同
法

八
条
二
項
二
文
）
。
し
か
し
、
保
険
者
側
が
、
法
的
紛
争
に
お
い
て
、
法
所
定
の
契
約
関
係
書
類
が
届
い
て
い
な
い
と
い
う
趣
旨
の
、
保
険
契

（
郷
）

約
者
側
の
シ
ン
プ
ル
な
主
張
に
対
し
て
反
駁
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
極
め
て
困
難
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
立
証
困
難
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
、
学
説
お
よ
び
法
実
務
は
、
事
実
上
の
推
定
の
方
法
に
よ
り
保
険
者
側
の
立
証
を
容
易
に

情
報
受
領
の
放
棄
が
許
容
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
険
契
約
の
締
結
後
遅
滞
な
く
、
完
全
な
形
の
情
報
が
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
提

供
さ
れ
る
（
情
報
提
供
を
追
完
す
る
）
こ
と
を
要
す
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
三
文
後
段
”
三
文
前
段
の
規
定
の
放
棄
へ
の
準
用
規
定
）
。
す
な
わ
ち
、
電

話
等
に
よ
り
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
、
放
棄
の
及
ぶ
範
囲
は
契
約
前
情
報
提
供
義
務
に
限
ら
れ
る
。
情
報
受
領
の
全
面
的

放
棄
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

、
庁
’
１
〆

（
趾
）

象
と
な
り
う
る
と
す
る
。

在
す
る
こ
と
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
二
項
一
号
に
い
う
法
規
定
か
ら
の
逸
脱
の
問
題
は
そ
も
そ
も
発
生
し
な
い
と
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
一
項
に
い
う
内
容
統
制
の
問
題
の
み
が
残
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
放
棄
条
項
は
法
律
上
許
容
は
さ
れ
る
が
、
許
容
さ

れ
な
い
放
棄
条
項
も
あ
り
う
る
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
保
険
契
約
法
に
お
い
て
は
、
情
報
受
領
の
放
棄
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
場
合
と

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
放
棄
条
項
の
運
用
に
際
し
、
放
棄
が
原
則
形
態
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
内
容
統
制
の
適
用
対

第
三
款
そ
の
他
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す
る
「
一
応
の
証
明
（
シ
ロ
の
ｇ
の
旨
の
す
乱
拠
）
」
の
考
え
方
を
援
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
適
時
の
発
送
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
郵
便
配
達
の
過
程

（
剛
）

が
通
常
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
一
応
の
証
明
だ
け
で
到
達
の
立
証
に
代
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
保
険
者
が
一
般
的
に
同
様

の
発
送
実
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
す
る
な
ら
ば
、
保
険
証
券
の
到
達
か
ら
普
通
保
険
約
款
、
お
よ
び
教
示

（
狐
）

を
含
む
そ
の
他
諸
情
報
の
到
達
を
も
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

保
険
契
約
者
の
意
思
表
示
前
に
契
約
関
係
書
類
を
提
供
す
る
必
要
の
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
電
話
等
に
よ
り
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場

合
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
三
文
前
段
）
お
よ
び
情
報
受
領
の
放
棄
が
あ
っ
た
場
合
（
後
段
）
は
、
契
約
締
結
前
情
報
提
供
義
務
が
免
除
さ
れ
る
が
、

契
約
締
結
後
、
情
報
提
供
を
追
完
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
保
険
者
は
依
然
と
し
て
立
証
責
任
を
負
担
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
、

（
醜
）

情
報
提
供
の
追
完
に
つ
き
一
応
の
証
明
に
よ
る
立
証
責
任
の
緩
和
が
学
説
上
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節
情
報
提
供
義
務
違
反
の
効
果

（
堀
）

Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
は
、
保
険
者
が
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
七
条
お
よ
び
保

険
情
報
提
供
令
の
ル
ー
ル
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
遅
滞
・
不
完
全
．
誤
っ
た
情
報
提
供
ま
た
は
情
報
提
供
の
不
履
行
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
険
契
約
者
の
保
険
契
約
締
結
に
か
か
る
意
思
表
示
が
無
効
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
保
険
保
護
が
契
約
基
礎
を
有

二
保
険
契
約
期
間
中
の
情
報
提
供

保
険
契
約
の
締
結
後
、
す
な
わ
ち
保
険
契
約
期
間
中
の
さ
ら
な
る
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
三
項
を
授
権
規
定
と
す
る
Ｉ
、

（
畑
）

ｆ
Ｖ
六
条
が
規
律
し
て
い
る
。
契
約
締
結
前
情
報
提
供
義
務
が
保
険
者
間
の
競
争
の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な

り
、
同
規
定
は
、
契
約
の
変
更
な
い
し
修
正
、
ま
た
は
契
約
の
乗
換
え
を
伴
う
解
約
告
知
に
関
す
る
決
定
を
助
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
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情
報
提
供
義
務
が
非
対
面
販
売
指
令
お
よ
び
生
命
保
険
指
令
の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
指
令
に
よ
っ
て
生
ず
る
限
り
、
そ
の
違
反
時
の
制
裁
は
、
有

（
剛
）

効
か
つ
相
当
か
つ
威
嚇
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
次
非
対
面
販
売
指
令
三
条
三
文
）
。
制
裁
の
例
と
し
て
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

（
剛
）

フ
に
関
す
る
規
律
が
第
二
次
非
対
面
販
売
指
令
六
条
に
既
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
は
、
契
約
関
係
書
類
が
保
険
契
約
者
に

到
達
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
開
始
し
な
い
こ
と
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
同
義

（
加
）

務
違
反
の
効
果
に
か
か
わ
る
諸
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
期
間
の
猶
予
の
上
限
に
関
す
る
問
題
も
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
契
約
上
の
義
務
・
付
随
義
務
違
反
に
関
す
る
基
本
ル
ー
ル
を
定
め

る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
○
条
（
（
債
務
関
係
に
基
づ
く
）
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
）
と
の
関
係
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
た
保
険
者
に
対
す
る
私
法
上
の
制
裁
と
し
て
は
、
普
通
保
険
約
款
の
保
険
契
約
へ
の
非
組
入
れ
（
民
法
上
の
組

入
れ
要
件
未
充
足
の
場
合
）
、
保
険
契
約
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
の
繰
下
げ
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
等
が
問
題
と

（
師
）

な
る
。
ま
た
、
監
督
法
上
の
制
裁
が
加
わ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
ほ
か
、
履
行
請
求
権
の
発
生
、
差
止
請
求
の
訴
え
、
競
争
法
上
の
制
裁
等
の

し
な
く
な
る
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
情
報
提
供
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
当
該

（
妬
）
（
剛
）

保
険
契
約
の
有
効
性
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。

（
剛
）

可
能
性
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
つ
い
て
定
め
た
二
○
○
七
年
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
八
条
の
規
定
を
次
に
掲
げ
る
。

（
”
）

ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
八
条
（
保
険
契
約
者
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
）

第
一
款
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
の
繰
下
げ



113－－保険者の情報提供義務日

旧
法
の
も
と
で
は
、
前
述
し
た
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
（
言
号
烏
の
胃
匡
呂
閏
の
。
ｇ
が
存
在
し

て
い
た
（
本
章
序
説
お
よ
び
第
一
節
第
一
款
二
２
②
参
照
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
保
険
契
約
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
が
保

険
契
約
の
申
込
時
に
旧
Ｖ
Ａ
Ｇ
一
○
ａ
条
に
い
う
消
費
者
情
報
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
（
言
号
貝
匡
陣
の
。
頁

生
命
保
険
以
外
の
保
険
の
場
合
）
お
よ
び
解
除
権
（
召
。
再
昌
胃
の
。
耳
生
命
保
険
の
場
合
）
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
四
項
、
五
項
）
。

こ
れ
に
対
し
、
現
行
法
は
、
保
険
契
約
者
に
一
般
的
・
統
一
的
な
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
与
え
て
い
る
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
一
項
が
規
定
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
保
険
契
約
者
は
、
保
険
契
約
の
締

結
の
意
思
表
示
を
一
四
日
以
内
に
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
意
思
表
示
に
は
、
理
由
を
示

２
保
険
契
約
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
行
使
す
る
前
に
、
保
険
契
約
者
の
明
示
的
希
望
に
基
づ
き
、
当
事
者
双
方
が
、
契
約

を
完
全
に
履
行
し
た
場
合
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
は
、
消
滅
す
る
。

ら
起
算
す
る
。

Ⅲ
保
険
契
約
者
は
、
一
四
日
以
内
に
限
り
、
契
約
締
結
の
意
思
表
示
を
撤
回
（
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
ｏ
２
ク
ー
リ

ン
グ
・
オ
フ
の
意
思
表
示
は
、
保
険
者
に
対
し
、
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
理
由
を
示
す
こ
と
を
要
し

な
い
》
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
意
思
表
示
は
、
第
一
文
の
期
間
内
に
発
送
を
す
れ
ば
足
り
る
。

２
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
書
類
が
、
テ
ク
ス
ト
方
式
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
に
到
達
し
た
時
か

一
保
険
証
券
、
普
通
保
険
約
款
を
含
む
契
約
条
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
諸
情
報

二
（
関
係
詞
節
省
略
）
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
及
び
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
法
律
効
果
に
関
す
る
明
確
に
形
成
さ
れ
た
教
示

２
保
険
者
は
、
第
一
文
に
規
定
す
る
関
係
書
類
の
到
達
に
つ
い
て
、
そ
の
立
証
責
任
を
負
う
。

３
１
（
省
略
）
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契
約
関
係
書
類
の
到
達
の
成
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
普
通
保
険
約
款
と
そ
の
他
の
契
約
情
報
と
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ

（
狐
）

る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
普
通
保
険
約
款
に
関
し
て
は
、
約
款
条
項
が
、
た
と
え
ば
明
瞭
性
や
理
解
可
能
性

を
欠
き
、
内
容
統
制
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
一
項
に
よ
り
無
効
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
一
文
一
号
の
要
件
は
充

足
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
普
通
保
険
約
款
自
体
は
保
険
契
約
者
に
適
式
に
交
付
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
、
旧
法
の
も
と
で
は
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ

（
獺
）

条
に
基
づ
く
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
は
発
生
し
な
か
っ
た
し
、
現
行
法
の
も
と
で
は
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
に
い
う
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の

’
情
報
提
供
義
務
違
反
と
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
と
の
関
係

保
険
証
券
、
普
通
保
険
約
款
を
含
む
契
約
条
項
、
お
よ
び
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
一
項
．
二
項
に
基
づ
く
さ
ら
な
る
情
報
が
完
全
な
形
で
保
険
契
約

者
の
手
元
に
届
き
、
保
険
契
約
者
が
自
己
に
帰
属
す
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
に
つ
い
て
教
示
を
受
け
た
と
き
に
初
め
て
ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
期
間
は
開
始
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
法
七
条
一
項
一
文
の
規
定
に
反
し
、
保
険
契
約
者
が
申
込
み
を
し
た
後
に
初
め
て
そ
れ
ら
の

情
報
が
提
供
さ
れ
た
な
ら
ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
起
算
点
は
そ
の
提
供
（
厳
密
に
は
受
領
）
時
点
に
繰
り
下
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、

諸
情
報
が
保
険
契
約
者
に
ま
っ
た
く
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
一
文
一
号
の
要
件
を
充
足
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
か
ら
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
は
開
始
し
な
い
（
期
間
が
開
始
し
な
い
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
本
款
二
参
照
）
。
口
頭
や
電
話
に
よ
る

情
報
提
供
の
場
合
、
ま
た
は
テ
ク
ス
ト
方
式
に
暇
疵
の
あ
る
場
合
に
は
、
方
式
の
欠
訣
に
よ
る
法
律
行
為
の
無
効
に
つ
い
て
規
定
す
る
Ｂ
Ｇ

Ｂ
一
二
五
条
を
類
推
適
用
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
諸
情
報
は
無
効
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す

す
こ
と
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
撤
回
（
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
）
と
い
う
表
現
を
用
い
る
必
要
も
な
い
。
一
四
日
と
い
う
行
使
期
間
の
要
件
は
、

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
意
思
表
示
を
当
該
期
間
内
に
発
す
る
こ
と
で
充
足
さ
れ
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
一
項
二
文
後
段
）
。
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、

Ｖ
Ｖ
Ｇ
一
五
二
条
一
項
の
特
則
に
よ
り
、
三
○
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
畑
）

べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。

～
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二
永
久
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
問
題

保
険
契
約
者
が
、
自
己
の
手
元
に
契
約
関
係
書
類
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
場
合
、
必
須
関
係
書
類
が
完
全
に
交
付
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
や
、
ま
た
は
保
険
者
側
が
単
に
そ
れ
を
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
強
力
な
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二

項
一
文
に
よ
れ
ば
、
一
四
日
間
の
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
は
、
契
約
関
係
書
類
の
到
達
に
よ
っ
て
初
め
て
開
始
す
る
が
ゆ
え
に
、
関
係
書

類
不
到
達
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
保
険
契
約
者
は
長
期
間
経
過
後
で
あ
っ
て
も
な
お
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
す
る
こ
と
が
理
論
上

（
加
）

可
能
と
な
る
（
い
わ
ゆ
る
永
久
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
）
。
こ
の
よ
う
な
永
久
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
契
約
拘
束

（
剛
）

へ
の
信
頼
と
相
い
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
期
間
の
上
限
を
考
慮
す
べ
き
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
旧
法
上
は
、
第
一
回
保

険
料
支
払
後
一
年
（
弓
昼
の
烏
の
胃
匡
呂
閏
の
。
宮
に
関
す
る
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
二
項
四
文
）
ま
た
は
一
箇
月
（
生
命
保
険
を
除
く
一
年
を
超
え
る
期
間
の
保
険

契
約
に
お
け
る
言
号
貝
ロ
陣
①
。
胃
に
関
す
る
同
法
八
条
四
項
四
文
）
を
も
っ
て
失
権
す
る
と
い
う
効
果
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
行
Ｖ

Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
に
は
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
普
通
保
険
約
款
以
外
の
契
約
情
報
に
つ
い
て
は
、
明
瞭
性
や
理
解
可
能
性
を
欠
く
部
分
が
、
理
解
力
の
あ
る
保
険
契
約
者
の
視
点

か
ら
、
契
約
上
の
拘
束
下
に
入
る
こ
と
を
決
心
す
る
う
え
で
本
質
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
基
準
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

不
明
瞭
性
や
理
解
不
可
能
性
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
が
十
分
な
情
報
提
供
を
受
け
た
う
え
で
契
約
締
結
を
決
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
情
報
の
契
約
本
質
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
開
始
し
な
い
。

（
郷
）

反
対
に
、
本
質
的
で
な
い
部
分
の
情
報
が
不
完
全
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
内
容
に
誤
謬
が
あ
る
と
い
っ
た
暇
疵
あ
る
情
報
が
提
供
さ
れ
て
も
差

（
畑
）

し
支
え
な
い
と
解
さ
れ
る
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
一
文
一
号
の
目
的
論
的
縮
小
解
釈
）
。

（
師
）

と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
獺
）

開
始
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
普
通
保
険
約
款
が
単
に
不
完
全
な
形
で
交
付
さ
れ
た
場
合
に
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
は
開
始
す
る
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も
っ
と
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
上
限
期
間
に
関
す
る
明
文
規
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
上
は
、
信
義
則
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二

条
）
の
見
地
か
ら
、
形
成
権
の
行
使
は
一
定
の
制
限
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
概
ね
見
解
が
一
致
し
て
お
り
、
信
義
則
に
よ
る
ク
ー

（
”
）

リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
実
体
法
上
の
制
限
は
、
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
考
盧
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
矛
盾
行
為
禁
止
と
い
う
観
点
で
あ

る
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
喪
失
さ
せ
る
に
は
、
権
利
を
行
使
し
な
か
っ
た
期
間
の
長
さ
（
時
間
的
要
素
）
お
よ
び
権
利
を
行
使
し

な
い
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
に
足
り
る
正
当
な
事
由
の
存
在
（
状
況
的
要
素
）
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
だ
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

少
な
く
と
も
、
保
険
契
約
者
が
若
干
の
期
間
に
お
い
て
既
に
保
険
契
約
を
実
行
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
保
険
者
か
ら
み
れ
ば
、
保
険
契

約
者
が
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
を
行
使
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
印
象
（
外
観
）
が
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て

（
剛
）
（
剛
）

い
る
。
も
う
一
つ
は
、
権
利
濫
用
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
濫
用
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
解
約
権

と
し
て
転
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
に
形
式
的
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
が
帰
属
し
て
い
る
場
合
で
も
、
保

険
契
約
者
が
、
自
分
が
望
ま
な
い
義
務
を
単
に
免
れ
た
い
が
た
め
に
、
契
約
全
体
を
解
消
す
る
目
的
で
そ
の
権
利
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
場

（
妬
）

合
に
は
、
権
利
行
使
の
不
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
脳
）
前
者
は
、
成
熟
し
た
消
費
者
ａ
胃
日
旨
島
帰
く
①
号
岳
屋
８
月
ド
イ
ツ
保
険
契
約
法
政
府
案
が
想
定
す
る
成
熟
し
た
消
費
者
概
念
に
つ
い
て
、

爵
唱
①
昌
晶
号
①
偶
目
目
侭
》
国
弓
‐
ロ
日
。
厨
』
ご
窓
禽
》
ｍ
浅
）
が
市
場
に
即
し
た
決
定
を
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、

保
険
契
約
の
調
整
に
関
す
る
決
定
な
い
し
保
険
契
約
の
乗
換
え
を
伴
う
解
約
告
知
に
関
す
る
決
定
が
問
題
と
な
る
日
日
。
ご
巨
呂
角
電
志
、
量
§
苫
ゞ
四
画
．
○
句
口
．
ｇ
・
智

（
脱
）
牌
言
量
ｐ
ｇ
葛
呉
廷
国
３
日
目
里
日
①
望
①
曼
画
言
湧
》
“
画
．
○
・
（
司
口
．
巳
聖
．
幼
『
く
ぐ
の
幻
口
．
段
．

（
剛
）
同
命
令
の
意
義
と
し
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
生
命
保
険
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
た
こ
と
角
①
唱
①
岡
目
鴨
蔚
四
目
目
眉
目
雪
国
面
目
‐
口
昌
の
厨
』
ご
＄
溢
肋
．
臼
）
と
、

本
質
的
改
革
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
「
商
品
情
報
冊
子
（
”
＆
烏
昏
昏
員
９
号
易
匡
呉
豆
」
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
）
を
導
入
し
た
こ
と
ａ
①
。
寓
目
口
員
冨
胃
５
９
①
‐

屑
。
百
〕
９
口
閉
ミ
ミ
ミ
。
こ
め
賀
、
．
四
○
．
弓
ロ
』
Ｓ
）
か
扁
詞
ロ
．
＄
）
で
あ
る
。
同
命
令
の
各
条
項
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
小
野
寺
・
前
掲
注
（
２
）
三
五
‐

（
脇
）
國
吋
月
ご
冒
呂
国
電
寺
ミ
ミ
ロ
斡
琶
．
四
画
．
○
・
弓
Ｐ
ご
）
ゞ
か
『
”
ロ
や

”
ロ
巴
０

三

六

頁
0
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（
伽
）
代
替
的
疾
病
保
険
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
三
条
）
に
つ
い
て
は
、
犀
月
ご
冒
呂
閏
篇
冒
、
、
ミ
ミ
ミ
画
面
．
○
．
白
目
勺
晏
弩
”
口
．
閨
顛

へへ

205 204
ーー

（
Ⅲ
）
犀
月
迂
冨
呈
閏
葭
嵜
ミ
ミ
ミ
ミ
、
蝉
Ｐ
○
・
（
司
巨
ご
）
．
姻
司
幻
Ｐ
Ｓ
司
口
い
”
、
愚
馬
ぐ
禺
島
ｇ
ｇ
』
臼
』
闇
．

（
伽
）
以
下
、
条
文
に
言
及
す
る
場
合
は
、
「
Ｖ
Ａ
Ｇ
」
と
い
う
略
称
も
適
宜
用
い
る
。

（
伽
）
卑
月
ご
巨
呂
曾
帛
寺
、
ミ
ミ
誌
苫
．
四
画
．
○
．
（
甸
口
．
己
）
ゞ
幸
司
宛
ロ
．
届
．

（
Ⅷ
）
、
目
。
定
冨
呂
の
艮
輯
ミ
ミ
ミ
苫
斡
．
“
、
四
・
○
・
弓
口
．
国
）
．
ゆ
司
詞
口
．
届
．

（
皿
）
、
日
。
ご
冨
昌
の
曼
輯
ミ
ミ
ミ
葛
苫
ゞ
ｍ
，
四
．
○
・
弓
琶
．
ご
）
．
亜
司
罰
戸
医
．

（
醜
）
巨
唇
ご
呂
尻
○
日
日
‐
く
く
の
吾
寺
蚤
守
爵
討
、
．
四
・
四
・
○
．
弓
口
．
雪
）
．
ゆ
司
詞
ロ
．
屈
萬
．

（
鯛
）
国
目
。
ご
巨
邑
①
更
国
ミ
ミ
昌
苫
苫
．
四
．
四
．
○
．
弓
ロ
．
己
）
ゞ
亜
『
］
宮
．
患
．

（
肌
）
普
通
保
険
約
款
の
組
入
れ
要
件
の
具
体
的
な
充
足
時
点
に
つ
き
、
犀
ロ
ｏ
定
冨
呂
①
曼
町
Ｒ
雪
冨
冨
苫
ゞ
国
○
房
○
日
目
①
貝
胃
圃
匡
日
く
①
国
呂
の
日
ロ
鴨
ぐ
①
吋
茸
眉
侭
①
の
①
厨
わ
．
ン
昌
・

９
９
，
国
具
○
罰
ロ
ヨ
冨
口
ロ
ｇ
穴
○
日
日
‐
く
く
の
ふ
ぐ
蒼
守
爵
討
『
．
騨
騨
○
句
員
雪
）
．
嘩
司
詞
巨
屋
Ｐ
犀
月
ご
冨
呂
胃
雨
守
ミ
ミ
Ｑ
葛
登
騨
騨
○
．
（
甸
口
己
）
↓
か
司
詞
巨
届
．

（
剛
）
呼
扁
ご
巨
呂
の
ミ
鼬
、
、
ミ
ロ
苫
苫
．
騨
四
．
○
．
（
甸
口
．
ご
）
ゞ
か
『
詞
ロ
．
辰
．

（
Ⅷ
）
普
通
保
険
約
款
の
組
入
れ
に
関
す
る
民
法
上
の
規
制
と
、
保
険
契
約
法
に
お
け
る
普
通
保
険
約
款
に
関
す
る
別
段
の
通
知
規
定
と
の
関
係
を
い
か
に
捉
え
る
の
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
四
月
ご
冨
呂
①
曼
酎
⑮
３
ミ
ロ
苫
誌
向
画
・
○
・
司
口
．
こ
む
、
国
目
．
○
刀
自
．
認
．

（
Ｍ
）
ｚ
讐
角
画
ミ
爵
ゞ
四
．
画
．
○
．
弓
ロ
．
旨
と
ゞ
ゆ
巳
詞
ロ
』
属

（
肌
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
商
品
情
報
冊
子
の
項
目
に
お
い
て
は
、
情
報
の
過
剰
な
記
載
は
排
除
さ
れ
て
お
り
、
簡
潔
な
説
明
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
前
提
と
な
る
。

（
伽
）
も
３
房
里
、
愚
馬
．
画
・
画
．
○
・
宙
口
．
ｇ
）
》
姻
切
詞
冒
．
闇
．

（
捌
）
国
匡
ｏ
定
巨
呂
①
更
配
、
ミ
ミ
苫
苫
、
四
．
四
．
○
．
甸
口
．
ご
）
ゞ
か
司
詞
ロ
．
弓
．

（
川
）
犀
月
ご
冒
呂
①
足
配
電
ミ
ミ
苫
苫
．
四
．
画
．
○
．
弓
口
．
己
）
↓
か
『
詞
口
．
扇
．

（
池
）
犀
月
ご
冨
呂
の
ミ
輯
ミ
ミ
ミ
苫
苫
、
四
．
煙
．
○
．
弓
口
．
ご
）
．
嘩
司
罰
ロ
．
巴
．

（
畑
）
呼
月
ご
冨
呂
の
ミ
函
、
ご
苫
昌
苫
苫
．
四
．
四
・
○
．
弓
口
．
ご
ゞ
雪
詞
唇
．
９
．
こ
れ
に
対
し
、
後
述
の
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
二
項
、
三
条
二
項
の
規
定
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
ロ
通
貨
に
よ
る
費
用

へへ〆へ戸、戸ヘヘヘヘ へ

'94 193 192 191 190 189 188 187 186
－／～／ーー〆ー、一、一ーー

記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
四
二
頁
参
照
。

Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
二
条
一
項
一
号
参
照
。

卑
匡
ｏ
迂
冒
ｇ
①
、
噌
榑
ミ
ミ
ミ
ミ
ゞ
四
・
画
．
○
・
（
甸
口
．
弓
．
智
罰
ロ
．
巴
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
が
不
完
全
な
根
拠
資
料
に
基
づ
い
た
価
格
比
較
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
す
る
。

利
益
相
反
状
況
を
対
象
と
す
る
情
報
提
供
義
務
を
定
め
た
保
険
販
売
指
令
（
（
ロ
９
画
白
ご
雪
）
一
九
条
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
得
津
・
前
掲
注
（
５
）
一
四
一
‐

本
款
二
１
②
を
参
照
。
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（
”
）
国
の
国
．
ロ
再
呂
さ
日
Ｐ
冨
巴
９
日
‐
弓
圃
幻
届
里
＄
（
茸
日
ご
官
房
．
ｇ
且
躬
鴨
風
呂
扇
言
箇
①
苛
哩
‐
亘
員
愚
呂
尉
冒
円
冒
口
廻
８
８
日
ｇ
ｇ
司
屏
国
。
胃
Ⅱ
高
宮
倖
シ
風
Ⅱ

①
ロ
陣
の
己
Ｉ
Ｑ
密
霞
臼
留
＆
誤
評
お
ｍ
Ｑ
お
、
＄
お
ｇ
ｏ
す
ず
①
陣
貝
Ⅱ
隠
切
窃
陣
口
吊
Ⅱ
。
陣
煙
ロ
国
Ⅱ
』
陣
国
両
ロ
穴
Ⅱ
胃
も
○
・

（
棚
）
た
だ
し
、
一
年
以
内
の
保
険
契
約
の
場
合
に
ま
で
モ
デ
ル
計
算
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
の
理
由
書
か
ら

も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
ａ
旨
。
ご
冨
呂
①
更
壗
涛
ミ
ミ
ロ
苫
苫
．
四
．
四
・
○
．
（
甸
口
．
己
）
み
『
”
ロ
．
誤
）
。

（
棚
）
、
愚
馬
く
①
厨
詞
ｇ
ｇ
』
臼
』
段
．

（
川
）
呼
月
ご
胃
呂
曾
亀
嵜
ミ
ミ
ミ
黄
四
・
四
．
○
．
弓
ロ
．
弓
、
留
罰
ロ
．
９
．
こ
の
よ
う
に
、
保
険
情
報
提
供
令
の
規
定
上
は
、
仲
介
手
数
料
は
直
接
的
な
開
示
対
象
で
は
な
く
、
保
険

者
・
仲
介
者
が
任
意
に
提
示
し
な
い
限
り
、
当
該
契
約
締
結
に
お
い
て
実
際
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
手
数
料
は
捉
え
が
た
い
。
一
方
、
保
険
販
売
指
令
（
ａ
Ｓ

ｇ
岳
お
己
に
お
け
る
保
険
仲
介
者
の
手
数
料
開
示
義
務
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
”
）
で
言
及
し
た
一
九
条
の
規
定
を
参
照
。

（
皿
）
「
保
険
商
品
情
報
冊
子
の
標
準
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
定
め
る
執
行
欧
州
命
令
ｅ
貝
呂
さ
胃
巨
眉
の
く
日
。
ａ
自
侭
日
ロ
届
日
ご
底
＄
号
尉
【
○
日
目
の
の
旨
く
○
日
匡
．
シ
ロ
唱
胃

ｇ
ご
国
貝
甸
①
豊
①
唱
晶
の
旨
①
の
野
呂
目
己
胃
日
呉
の
昏
壗
目
の
冒
○
儲
日
昌
○
口
の
匡
昌
目
く
①
国
呂
の
昌
吊
の
胃
○
目
罫
ｇ
）
」
の
成
立
に
伴
い
、
二
○
一
八
年
三
月
改
正
の
保
険

情
報
提
供
令
は
、
情
報
冊
子
の
記
述
項
目
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
的
規
準
に
従
う
も
の
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
二
項
一
文
の
規
定
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
執
行
欧
州
命
令
四
条
一
項
お
よ
び
四
項
に
お
け
る
実
質
的
な
規
律
内
容
は
、
同
執
行
欧
州
命
令
の
成

立
前
の
ド
イ
ツ
保
険
法
の
規
律
の
も
と
で
用
い
ら
れ
て
い
た
商
品
情
報
冊
子
の
記
述
項
目
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
等
を
勘
案
し
て
、
本
稿
で
は
、
二
○

一
八
年
末
ま
で
有
効
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
既
存
の
商
品
情
報
冊
子
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
、
執
行
欧
州
命
令
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
狐
）
四
条
に
い
う
商
品
情
報
冊
子
は
、
学
界
お
よ
び
業
界
の
要
望
に
基
づ
き
、
情
報
提
供
方
法
の
特
則
と
い
う
位
置
付
け
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
詳
細
に
つ
き
、

く
の
尉
詞
呂
吊
』
閉
弓
豊
月
国
①
、
巳
ロ
・
匡
口
ｍ
号
吋
く
く
？
旨
さ
く
国
巨
ｚ
Ｈ
・
少
．
国
国
匡
か
ら
。

（
畑
）
卑
竺
の
里
巨
胃
旨
馬
震
昌
四
画
○
・
（
園
．
届
皇
笹
く
く
？
蜀
昏
ぐ
国
巨

（
狐
）
卑
竺
の
里
冨
胃
目
角
ご
号
ゞ
四
．
、
．
○
・
（
甸
口
．
届
ｅ
ゞ
笹
く
ぐ
２
具
○
く
罰
口
』
．
も
っ
と
も
、
情
報
冊
子
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
が
情
報
の
全
部
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ

こ
に
含
ま
れ
る
情
報
は
網
羅
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
五
項
二
文
後
段
）
。

（
班
）
つ
ま
り
、
各
情
報
は
、
二
項
の
配
列
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
強
行
法
的
配
列
の
規
律
方
式
は
、
前
掲
注
（
加
）
で
言
及
し
た
執
行
欧
州
命

令
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
（
四
条
一
項
・
四
項
参
照
）
・

（
加
）
以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
総
合
す
れ
ば
、
商
品
情
報
冊
子
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
結
局
、
一
覧
表
と
し
て
の
簡
潔
な
表
示
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
加
）
卑
号
里
冨
胃
昌
馬
震
＆
回
向
．
○
・
（
司
口
．
届
皇
雀
く
く
ゆ
冒
す
く
ぎ
』
．

（
狐
）
前
掲
注
（
皿
）
の
執
行
欧
州
命
令
四
条
四
項
ａ
号
な
い
し
Ｃ
号
参
照
。

（
加
）
詞
民
の
壗
畠
巴
９
８
お
。
三
日
拝
。
葛
の
逐
Ｓ
“
ミ
ミ
函
目
鼻
ｏ
日
日
の
具
閂
目
曰
く
の
国
呂
の
自
侭
の
ぐ
①
胃
農
の
鴨
の
①
厨
恥
．
シ
昼
．
９
国
篭
く
ぐ
？
冒
○
く
国
自
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
表
記
に
お
い
て
は
、
非
法
律
家
で
あ
る
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
そ
の
効
用
が
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
国
月
ご
冨
呈
①
ミ
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函
、
、
、
蒼
亀
葛
苫
ゞ
“
●
四
・
○
．
（
甸
口
．
『
ご
》
か
司
罰
ロ
．
一
己
Ｏ

（
剛
）
犀
ｇ
ご
冨
色
①
曼
函
ミ
ミ
ミ
苫
誌
↓
印
．
四
．
○
・
（
司
巨
目
）
》
姻
司
詞
口
．
虎
．

（
別
）
卑
月
ご
巨
呂
の
ミ
態
、
ミ
ミ
ミ
ミ
ゞ
四
．
煙
．
○
・
（
團
笥
皇
雪
召
浅
．
保
険
種
類
別
の
具
体
例
に
つ
き
、
甲
竺
の
聖
旨
閏
目
馬
凄
＆
ゞ
四
・
四
・
○
．
（
園
．
届
三
・
笹
く
く
？
冒
弓
目
．
宙
（
付

（
剛
）
解
約
告
知
に
関
す
る
前
掲
注
（
皿
）
の
執
行
欧
州
命
令
四
条
四
項
ｉ
号
参
照
。

（
剛
）
保
険
者
側
の
一
方
的
な
解
約
可
能
性
（
Ｖ
Ｖ
Ｇ
九
二
条
、
二
一
条
な
ど
）
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
卑
号
里
冒
閂
目
馬
震
号
画
面
．
○
・
（
呵
口
．
届
ｅ
ゞ
笹
く
く
の
‐
昏
昏
ぐ
困
口
わ
．

（
剛
）
詳
細
に
つ
き
、
崔
乗
珪
「
ド
イ
ツ
保
険
法
に
お
け
る
モ
デ
ル
見
積
り
に
つ
い
て
の
研
究
」
先
進
商
事
法
律
研
究
（
韓
国
）
五
七
号
六
三
頁
以
下
（
二
○
一
二
）
参
照
。

（
剛
）
改
正
命
令
に
お
け
る
費
用
記
載
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
、
二
○
二
○
年
三
月
最
終
改
正
の
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
四
条
二
項
二
文
前
段
参
照
。

（
蹄
）
卑
月
ご
冨
呂
①
尽
輯
国
ご
苫
§
苫
ゞ
四
面
．
○
・
宙
ロ
．
ご
）
迩
司
罰
冒
．
麗
．

（
剛
）
こ
れ
ら
の
項
目
に
関
し
て
は
、
保
険
契
約
者
が
そ
の
内
容
を
詳
細
に
メ
モ
し
な
く
て
も
核
心
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ａ
昌
○
迂

冨
ｇ
①
Ｈ
亀
祷
ミ
言
ロ
ミ
画
．
凹
面
．
○
．
（
甸
口
．
己
）
．
嘩
司
”
ロ
。
＄
）
。

情
報
提
供
を
追
完
す
る
際
に
は
、
電
話
で
既
に
提
供
さ
れ
た
情
報
、
た
と
え
ば
保
険
者
の
同
一
性
情
報
等
に
関
す
る
資
料
も
、
再
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

ａ
目
。
ご
巨
呂
①
Ｈ
忌
寺
ミ
ミ
ロ
ミ
函
．
四
●
画
．
○
・
（
可
ロ
．
ご
）
》
か
司
勾
口
．
謡
）
。

（
卿
）
呼
月
ご
巨
呂
臼
単
時
ミ
量
§
苫
》
凹
面
・
○
．
（
句
ロ
ヨ
）
↓
か
『
詞
口
．
９
．

（
剛
）
本
款
二
で
説
明
す
る
放
棄
の
要
式
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、
こ
こ
で
い
う
放
棄
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
ａ
昌
○
迂
巨
ｇ
の
吊
革
寺
ミ
営
負
苫
苫
．
四
．
四
．
○
・
弓
口
．
国
）
》
雪
罰
口
．
震
）
。

（
”
）
前
掲
注
（
皿
）
の
執
行
欧
州
命
令
四
条
四
項
ｇ
号
参
照
。

（
鯛
）
卑
肩
迂
三
ｇ
①
ご
輯
専
、
ミ
ロ
琶
苫
ゞ
騨
画
．
○
・
（
両
ロ
．
ご
）
．
嘩
司
勾
口
．
お
・

（
狐
）
卑
巳
の
里
冨
閂
冒
昂
謹
＆
画
面
．
○
・
（
珂
冒
．
層
ｅ
ゞ
霞
ぐ
ぐ
？
旨
さ
く
召
面
．

（
鰯
）
填
補
制
限
に
関
す
る
前
掲
注
（
皿
）
の
執
行
欧
州
命
令
四
条
四
項
ｄ
号
参
照
。

（
狐
）
前
掲
注
（
皿
）
の
執
行
欧
州
命
令
四
条
四
項
ｆ
号
参
照
。

（
”
）
ぐ
哩
．
囚
月
ご
巨
呂
の
ミ
輯
、
、
ミ
ミ
ミ
向
い
・
○
・
弓
ロ
．
弓
ゞ
雪
召
．
豊
卑
号
里
三
日
冒
兎
謹
号
画
面
．
○
．
司
口
．
届
三
、
饗
く
ぐ
？
旨
さ
く
召
割

（
洲
）
前
掲
注
（
皿
）
の
執
行
欧
州
命
令
四
条
四
項
ｈ
号
参
照
。

（
卿
）
特
に
、
待
機
期
間
の
存
在
お
よ
び
効
果
、
な
ら
び
に
保
険
料
支
払
が
保
険
者
の
責
任
開
始
要
件
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
卑
堅
の
里
冨
閂
冒
、

記
慧
号
ゞ
画
．
四
．
○
．
（
司
口
．
層
ｅ
ゞ
笹
く
く
？
旨
き
く
詞
口
巴
。

（
剛
）
保
護
の
終
了
の
時
点
と
契
約
の
終
了
の
時
点
と
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
前
者
を
特
に
明
記
す
る
こ
と
を
要
す
る
命
日
。
ご
冒
呂
の
艮
函
胃
、
ミ
画
ミ
『
、
四
・
四
．
○
．
（
司
口
．
己
）
ふ

『
”
ロ
．
、
二
・

保
リ
ス
ク
）
ゞ
舎
（
免
責
）
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（
剛
）
た
だ
し
、
判
例
は
、
普
通
郵
便
に
つ
い
て
す
ら
一
応
の
証
明
を
否
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
確
実
を
期
す
る
た
め
に
は
、
費
用
の
か
か
る
配
達
証
明
郵
便
を
用
い

て
契
約
情
報
を
送
付
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
即
月
定
冨
ｇ
①
曼
餌
電
、
ミ
ミ
苫
ゞ
四
・
四
・
○
．
弓
口
．
ご
ゞ
雪
詞
ロ
．
雪
）
・

（
畑
）
淫
、
蒼
守
爵
雷
、
》
四
画
・
○
．
弓
口
自
冒
）
．
詞
ロ
．
ぢ
屋
．

（
醜
）
犀
月
ご
冨
呂
①
員
輯
ミ
ミ
ミ
ロ
苫
誌
、
四
．
四
．
○
．
弓
ロ
．
己
）
壺
司
詞
ロ
．
湯
．

（
鯛
）
詳
細
に
つ
き
、
四
月
ご
巨
呂
①
迂
起
、
、
蒼
邑
誌
苫
”
画
・
煙
．
○
．
司
口
．
己
）
］
弩
詞
ロ
函
闘
．

（
堀
）
第
二
次
非
対
面
販
売
指
令
（
９
ｓ
ぶ
迎
画
の
）
二
条
は
、
非
対
面
販
売
に
お
け
る
保
険
契
約
の
締
結
に
つ
き
、
加
盟
国
に
対
し
、
同
指
令
の
国
内
法
化
に
伴
っ
て
導
入

さ
れ
る
べ
き
法
規
定
に
販
売
者
（
保
険
者
）
が
違
反
す
る
場
合
に
関
す
る
相
当
の
制
裁
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
（
一
文
）
、
殊
に
、
消
費
者
（
保
険
契
約
者
）
が
費

用
負
担
や
違
約
金
支
払
な
し
に
い
つ
で
も
当
該
契
約
を
解
除
（
解
約
）
で
き
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
（
二
文
）
・
同
規
定
に
つ
い
て
は
、
ド

イ
ツ
で
は
民
法
規
定
に
よ
り
意
思
表
示
の
取
消
し
（
一
二
三
条
）
、
継
続
的
債
権
関
係
の
解
約
（
三
一
四
条
）
、
損
害
賠
償
（
後
述
）
と
い
っ
た
救
済
手
段
が
設
け
ら
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
特
段
の
制
裁
規
定
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
が
（
こ
の
点
に
つ
き
、
坂
口
・
前
掲
注
（
田
）
一
四
二
頁
参
照
）
、
保
険
者
の
情
報
提
供
義
務
違

反
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
救
済
手
段
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
働
く
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

（
剛
）
ぐ
巴
．
冨
口
ロ
ｇ
【
○
日
目
‐
ぐ
ぐ
Ｑ
陰
ミ
己
ミ
匂
討
、
》
四
・
四
．
○
．
（
甸
口
．
閏
）
．
嘩
司
”
ロ
』
＄
．

（
加
）
こ
の
よ
う
に
、
広
範
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
情
報
受
領
の
放
棄
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
、
と
り
わ
け
第
二
次
非
対
面
販
売
指
令
念
ｇ
ご
囲
旨
ｅ
一
二
条
一
項
、
三
条
、
二

○
○
二
年
生
命
保
険
指
令
Ｇ
ｇ
ご
麗
両
ｇ
三
六
条
一
項
に
抵
触
す
る
と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
需
唱
①
昌
侭
ｇ
①
喝
旨
目
眉
目
弩
目
、
国
弓
‐

口
昌
ｏ
厨
』
ご
患
溢
．
印
ｓ
坂
口
・
前
掲
注
（
劃
）
一
四
一
頁
。
な
お
、
詳
細
に
つ
き
、
三
目
号
【
○
日
日
‐
く
ぐ
里
竪
ミ
＆
ミ
吻
討
、
．
四
．
四
．
○
・
弓
ロ
．
亀
）
．
留
困
ロ
．
認
参
照
。

（
加
）
ｍ
Ｈ
ｐ
ｏ
穴
彦
忌
扁
迂
輯
、
、
ご
ｓ
苫
苫
、
画
．
四
．
○
．
弓
ロ
．
己
）
．
亜
司
罰
ロ
．
臼
．

（
旭
）
判
例
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
紙
面
に
は
自
筆
署
名
の
写
し
が
あ
る
の
み
で
、
署
名
自
体
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
ｅ
の
函
ゞ
昌
雪
巴
弓
ゞ
臼
Ｓ
ｍ
甸
西
．
昌
言

尼
邉
ゞ
壼
圏
）
。
ぐ
巴
．
犀
ｇ
ご
冨
呂
①
迂
鞄
、
ミ
ミ
忌
誌
．
四
．
四
．
○
・
（
甸
口
。
ご
）
．
幸
司
罰
ロ
．
縄
．

（
鯛
）
国
昌
の
ご
巨
呂
①
曼
函
ミ
ミ
ミ
苫
苫
．
煙
．
四
．
○
．
司
口
．
己
）
．
幼
司
幻
ロ
．
縄
．

（
池
）
く
四
．
犀
月
ご
冨
呈
①
ミ
輯
ミ
ミ
ミ
苫
苫
．
四
・
四
・
○
．
弓
ロ
．
ご
）
》
か
『
詞
ロ
。
畠
．

（
猫
）
幻
①
四
①
昌
口
鴨
冨
頤
己
ロ
・
宮
口
頤
Ｎ
ｐ
か
「
目
．
、
弓
‐
口
壗
月
冨
．
届
田
置
ｑ
ｍ
ｇ
．

（
郷
）
の
ロ
ミ
ぐ
①
刷
詞
９
ｓ
．
巴
・
畠
．

（
卿
）
印
月
乏
冒
呂
①
曼
輯
軒
ミ
昌
苫
苫
．
画
．
四
・
○
・
句
ロ
．
国
）
．
幼
司
幻
口
也
砕
讐
昌
呂
ｇ
ｏ
昏
専
⑨
扇
ぐ
①
Ｈ
の
”
ｇ
ｇ
ｂ
場
面
９
．

（
郷
）
契
約
関
係
書
類
（
保
険
証
券
）
の
到
達
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
』
ご
息
愚
§
、
画
面
．
○
・
司
口
』
§
・
詞
ロ
』
臼
鶴

（
加
）
一
定
の
事
実
を
立
証
す
れ
ば
、
そ
の
事
実
か
ら
生
活
経
験
上
当
然
生
ず
べ
き
事
実
も
立
証
さ
れ
た
も
の
と
み
る
と
い
う
よ
う
な
証
明
方
法
を
い
う
。
く
哩
．
塗
ミ
己
ミ
ミ
、
ゞ

騨
騨
○
・
（
甸
巨
司
与
．
幼
司
”
Ｐ
Ｃ
野
い
ず
巳
門
百
四
口
ｎ
ヶ
蜀
背
口
蓋
恥
ぐ
①
耐
勾
画
Ｃ
つ
鈩
四
や
陣
い
つ
Ｐ

の
到
達
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
』
ご
患
愚
§
、
画
・
騨
○
・
司
口
』
§
・
詞
ロ
』
臼
鶴

そ
の
事
実
か
ら
生
活
経
験
上
当
然
生
ず
べ
き
事
実
も
立
証
さ
れ
た
も
の
と
み
る
と
い
う
よ
う
な
証
明
方
法
を
い
う
。
く
巴
．
塗
ミ
己
ミ
ミ
、
ゞ

騨
騨
○
．
（
可
Ｐ
胃
画
ご
↓
罰
Ｐ
骨
Ｃ
胃
煕
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耐
）
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
の
規
定
違
反
は
、
契
約
の
有
効
性
と
は
関
係
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
普
通
保
険
約
款
や
そ
の
他
の
契
約
情
報
の
提
供
を
怠
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
契
約
は
浮
動

的
に
、
つ
ま
り
同
法
八
条
に
よ
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
の
行
使
を
解
除
条
件
と
し
て
有
効
な
の
で
あ
る
（
冨
旨
呂
尻
○
日
日
当
く
の
区
ミ
忌
愚
ｍ
§
ゞ
四
・
ｍ
．
○
．
笥
口
．
雪
）
壺

司
黒
パ
ロ
．
旨
い
一
四
面
己
』
ｏ
ぽ
い
匡
○
画
詞
口
域
①
尉
、
国
画
き
四
○
ヶ
、
の
。
三
日
弄
○
急
の
穴
く
め
。
萱
蒼
静
ミ
房
迂
】
“
、
四
・
○
．
（
珂
口
．
、
勢
か
司
幻
口
．
画
巴
・

（
剛
）
主
た
る
給
付
記
述
、
保
険
料
の
よ
う
な
本
質
的
契
約
事
項
に
関
す
る
情
報
の
欠
訣
が
保
険
契
約
の
無
効
に
つ
な
が
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
弓
昌
の
里
、
鼠
馬
、
四
．
煙
．
○
．

弓
ロ
．
ｇ
）
．
留
冒
罰
ロ
．
＄
）
、
そ
の
よ
う
な
効
果
は
Ｖ
Ｖ
Ｇ
七
条
違
反
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
契
約
上
の
合
意
の
欠
訣
に
起
因
す
る
（
ご
目
ｇ
【
○
日
日
‐
く
く
国
出
ミ
己
ミ
鳥
、
ゞ

弓
ロ
．
ｇ
）
ゞ
ゆ
ぢ
煙
罰
ロ
．
＄
）
、
そ

（
師
）
そ
の
他
の
私
法
上
の
効
果
に
つ
い
て
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
三
目
の
民
。
日
日
‐
く
ぐ
の
医
ミ
ミ
、
爵
貫
目
○
・
（
園
．
雪
）
ゞ
留
冒
屈
罵
．

（
郷
）
こ
れ
ら
諸
制
裁
の
内
容
を
手
際
よ
く
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
三
目
目
【
○
日
目
ど
く
Ｑ
匿
竜
蒼
守
涛
討
、
』
四
・
四
・
○
弓
ロ
．
ご
ゞ
弩
詞
ロ
』
屋
』
浅
魚

（
剛
）
同
指
令
に
い
う
有
効
か
つ
相
当
か
つ
威
嚇
的
な
制
裁
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
保
険
者
が
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
保
険
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
規
律
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
巨
目
呂
尉
○
日
日
‐
ぐ
ぐ
Ｑ
』
き
＆
愚
鳥
、
ゞ
四
・
画
．
○
・
弓
ロ
．
雪
）
壺
司
”
Ｐ
屋
ご
・

（
剛
）
前
記
の
同
指
令
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
以
上
の
制
裁
も
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
冒
目
呂
尻
○
日
日
当
く
里
県
今
亀
さ
ミ
ミ
、
｝
四
．
四
・
○
．
弓
ロ
．
き
ゞ
雪
］
宮
』
屋
）
・

（
畑
）
た
と
え
ば
、
囚
月
迂
冨
呂
①
迂
輯
、
ご
苫
自
苫
苫
ゞ
四
画
．
○
．
司
口
．
ご
）
．
ゆ
司
詞
ロ
．
息
．

（
”
）
原
語
は
「
言
己
閂
昌
陣
の
呂
匡
。
直
訳
す
る
と
「
撤
回
権
」
で
あ
る
が
、
前
掲
注
（
恥
）
の
旧
Ｖ
Ｖ
Ｇ
五
ａ
条
に
関
す
る
説
明
は
こ
れ
に
も
当
て
は
ま
る
。

（
畑
）
犀
ｇ
ご
冨
呂
①
ミ
輯
ミ
ミ
ミ
誌
誌
．
騨
騨
○
．
（
司
口
．
ご
）
ゞ
か
『
］
皆
．
計
．

（
脳
）
た
と
え
ば
、
』
ミ
尋
愚
吻
討
、
．
四
国
．
○
．
弓
ロ
．
届
皇
罰
ロ
．
己
呂
．

（
猟
）
甲
。
］
の
里
三
四
昌
員
、
＆
宮
《
【
○
日
日
ｇ
国
吋
目
曰
く
①
旦
呂
①
昌
口
鴨
く
①
蜀
寓
僧
侶
①
の
①
冒
・
目
．
シ
昌
・
呂
晨
ゞ
か
留
詞
ロ
．
９
．
思
画
．

（
洲
）
ぐ
四
・
犀
月
迂
冨
ｇ
①
曼
画
、
ご
苫
昌
誌
ゞ
四
．
四
・
○
．
笥
口
．
己
）
『
か
『
］
ざ
．
忌
．

（
哩
普
通
保
険
約
款
の
不
完
全
な
交
付
の
結
果
、
民
法
上
の
約
款
組
入
れ
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
、
暇
疵
あ
る
条
項
が
有
効
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
効
果
を
も
た
ら

す
に
す
ぎ
な
い
（
』
ミ
Ｓ
ミ
鳥
、
…
回
・
画
．
○
．
弓
旨
』
弓
）
ゞ
詞
ロ
．
己
呂
）
。

こ
の
よ
う
に
、
交
付
さ
れ
た
約
款
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
交
付
さ
え
行
わ
れ
れ
ば
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
開
始
の
要
件
の
充
足
に
支
障
は

な
い
と
解
し
て
も
、
保
険
契
約
者
の
保
護
に
疎
漏
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
保
険
者
免
責
を
例
と
し
て
挙
げ
る
と
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
わ
か
り
に
く
い

（
透
明
性
が
欠
如
し
て
い
る
）
免
責
条
項
に
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
七
条
一
項
二
文
が
適
用
さ
れ
、
当
該
条
項
は
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
し
、
免
責
条
項
の
脱
漏
の
あ
る
約
款
が

交
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
○
五
条
二
項
に
よ
り
当
該
条
項
が
契
約
へ
の
組
入
れ
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
捌
）
た
と
え
ば
、
Ｉ
ｎ
ｆ
Ｖ
一
条
一
項
二
○
号
に
い
う
連
邦
金
融
サ
ー
ビ
ス
監
督
庁
の
所
在
地
に
関
す
る
情
報
の
誤
記
。

（
湖
）
契
約
外
の
情
報
の
誤
謬
や
単
純
な
編
集
上
の
ミ
ス
と
い
っ
た
場
合
に
の
み
Ｖ
Ｖ
Ｇ
八
条
二
項
一
文
一
号
の
要
件
充
足
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
に
対
す
る
批
判
に
つ
い

て
、
』
ミ
ミ
守
爵
詩
竜
ゞ
騨
騨
○
．
弓
巨
届
二
詞
Ｐ
Ｓ
Ｓ
．

四
．
四
・
○
．
（
司
口
．
酌
ご
》
か
『
宛
ロ
．
巨
里
。



188巻3号一122

（
剛
）
失
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
長
期
間
と
い
う
単
な
る
時
間
の
経
過
に
加
え
、
少
な
く
と
も
契
約
不
解
消
へ
の
保
険
者
の
信
頼
を
根
拠
付
け
る
事
情
が
存
在
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
が
、
保
険
法
に
お
い
て
は
、
教
示
（
ま
た
は
情
報
提
供
）
の
欠
鉄
に
対
し
、
保
険
契
約
者
が
異
議
を
唱
え
ず
に
保
険
料
を
継
続
し
て
支
払
っ
て

い
た
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
閏
月
ご
冨
呂
①
吋
葭
寺
ミ
営
亀
誌
苫
ゞ
四
・
画
○
・
弓
ロ
．
ご
）
．
留
幻
国
．
認
は
、
労
働
法
に
お
い
て
特
別
手
当
を
三
回
に
わ
た
っ

て
留
保
な
し
に
支
払
う
こ
と
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
学
説
上
の
議
論
は
活
発
に
な
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
妬
）
ｚ
菩
①
粍
堅
、
蒼
守
爵
暦
、
く
の
吋
島
９
国
面
屋
臼
漂
な
お
、
呼
巨
ｏ
乏
巨
色
の
Ｈ
電
寺
ミ
ミ
負
苫
苫
ゞ
四
・
四
○
句
ロ
．
己
）
ゞ
雪
詞
ロ
．
己
は
、
三
年
と
い
う
基
準
を
提
示
し
て
い
る
が
、
た

と
え
ば
、
三
年
の
期
間
が
経
過
す
る
前
に
保
険
事
故
が
発
生
し
、
保
険
給
付
を
受
領
し
た
後
、
情
報
提
供
の
欠
鉄
を
理
由
に
契
約
解
消
を
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
違
反
と
な

る
と
す
る
。

へへへ

273 272 271
ーーー

（
加
）
し
た
が
っ
て
、
保
険
契
約
者
の
立
場
か
ら
は
、
保
険
契
約
の
締
結
後
、
付
保
リ
ス
ク
が
現
実
化
さ
れ
る
か
否
か
を
、
ま
ず
は
待
っ
て
み
る
と
い
う
機
会
主
義
的
な
対
応
を

と
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
（
』
、
ミ
ミ
爵
ミ
ゞ
四
・
四
ｐ
弓
ロ
．
届
二
画
〕
．
ｓ
届
）
。
永
久
的
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
権
利
は
、
立
証
責
任
の
分
配
に
起
因
す
る
問
題
で
も

（
甸
口
．
旨
い
ご
ゞ
”
ロ
．
胃
Ｃ
澤
己
○

あ
る
（
本
章
一
節
三
款
も
参
照
）
。

国
尉
匡
○
丙
、
戸
自
陛
行
局
、
吊
寺
、
、
ミ
国
葛
篭
↑
騨
騨
○
．
（
甸
巨
．
『
曼
幼
『
罰
ロ
．
『
鉾

ぐ
四
．
』
、
ご
己
ミ
吻
討
竜
ゞ
騨
騨
○
．
（
甸
Ｐ
届
己
・
幻
Ｐ
己
勗
．
ご
弓
．
、

雪
讐
①
烏
聾
ミ
忌
息
§
、
く
胃
島
ｇ
局
面
届
面
弓
式
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
（
』
ミ
己
ミ
ミ
、
ゞ
四
・
四
．
○




